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１　【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年４月２日付をもって提出した有価証券届出書(平成26年４月15日付をもって提出した有価証

券届出書の訂正届出書により訂正済) の記載事項のうち売出金額、売出券面額の総額および売出価額

の総額が決定しましたので、関係事項を本訂正届出書により以下のとおり訂正するため、本訂正届出

書を提出するものであります。

２　【訂正事項】

平成26年４月２日付をもって提出した有価証券届出書(平成26年４月15日付をもって提出した有価証

券届出書の訂正届出書により訂正済)のうち、「表紙　届出の対象とした売出金額」、「第一部　証券

情報　第２　売出要項　１　売出有価証券」および「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情

報」の記載を訂正します。

３　【訂正箇所】

訂正した箇所には、下線を付しております。
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表紙
 

届出の対象とした売出金額

 

＜訂正前＞

14億円（予定）

＜訂正後＞

13億4,200万円
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第一部　証券情報

第２　売出要項

１　売出有価証券

売出社債（短期社債を除く。）
<訂正前>

銘柄

ドイツ銀行ロンドン支店　2019年４月26日満期

早期償還条項付ノックイン型

日経平均株価連動デジタル・クーポン円建社債

(以下「本社債」という。)(注１)

売出券面額の総額または

売出振替社債の総額
14億円（予定）(注２) 売出価額の総額 14億円（予定）(注２)

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 100万円(注３)

償還期限 2019年４月26日（以下「償還期日」という。）(ロンドン時間)(注３)

利率

（１）利息開始日（同日を含む。）から2014年７月26日（同日を含まな

い。）までの期間に関して、適用ある利率は年率4.25パーセント（本社債

額面金額当たり10,389円）となるものとする。

（２）それ以降の各利息期間に関して、適用ある利率は、以下に定めると

ころに従い、計算代理人によって決定される。

（ⅰ）各評価日における日経平均株価の終値が利率判定水準以上となる場

合、適用ある利率は年率4.25パーセント（本社債額面金額当たり

10,625円）となるものとする。

（ⅱ）各評価日における日経平均株価の終値が利率判定水準未満となる場

合、適用ある利率は年率0.10パーセント（本社債額面金額当たり250

円）となるものとする。

「額面金額」とは、各本社債に関して、100万円をいう。

「利率判定水準」とは、当初日経平均株価の85パーセントに相当する金額

（小数第２位未満を四捨五入する。）をいう。

「当初日経平均株価」とは、計算代理人によって算定されるところによ

り、条件設定日（2014年４月28日をいう。）における日経平均株価の終値

をいう。

売出しに係る社債の

所有者の住所および

氏名または名称

あおぞら証券株式会社

(以下「売出人」という。)
東京都千代田区九段南一丁目３番１号

摘要

本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。本社債に関するその

他の条件等については後記「２　売出しの条件　＜売出社債に関するその

他の条件等＞」を参照のこと。

(注１)　本社債はドイツ銀行ロンドン支店名で発行されるが、本社債はロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下

「発行会社」という。)の債務である。

(注２)　ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、14億円の予定であるが、需要状況を勘案した上で、2014年４月

17日までに決定される予定である。なお、最終的に決定される売出券面額の総額および売出価額の総額は、増

減することがある。

(注３)　本社債は、日経平均株価の終値が一定の水準を満たした場合、早期償還される。すなわち、後記「２　売出し

の条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(2)償還および買入れ、(a)日経平均株価
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の水準による早期償還」に記載のとおり、各評価日における日経平均株価の終値が早期償還判定水準と等しい

かそれを上回った場合、額面金額で各評価日に対応する早期償還日に自動的に早期償還されることになる。

本社債が早期償還されない場合、本社債の償還は、計算代理人が観察期間中のいずれの取引所営業日において

も、常に日経平均株価の終値がノックイン判定水準を上回っていたと決定する場合は額面金額により、観察期

間中のいずれかの取引所営業日において、日経平均株価の終値が一度でもノックイン判定水準と等しいかまた

はそれを下回ったと決定する場合は以下の計算式に従って計算代理人により決定される金額(ただし、０円以上

額面金額以下の額とし、１円未満を四捨五入する。)によりそれぞれなされる。

額面金額 ×
最終評価日における日経平均株価終値

当初日経平均株価

なお、早期償還および繰上償還については後記「２　売出しの条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、

社債の要項の概要、(2)償還および買入れ」を参照のこと。本注記に使用されている用語は、後記「２　売出し

の条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(2)償還および買入れ」に定義されてい

る。

本社債の満期償還金額および早期償還の有無は、日経平均株価(かかる指数には上下動がある。)の変動によっ

て左右される。申込人は、日経平均株価の変動によって本社債の償還の時期および償還額に差異が生じること

を理解し、かかるリスクに耐えうる場合に限り、本社債への投資を行うべきである。

(注４)　本社債について、発行体の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供

され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予

定の信用格付はない。

ただし、発行体は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よ

りA２、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S＆P」という。）よりA、

フィッチ・レーティングス・リミテッド（以下「フィッチ」という。）よりA+の長期発行体格付をそれぞれ取

得しており、本訂正届出書提出日（平成26年４月15日）現在、かかる格付の変更はされていない。

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本訂正届出書提出日（平成26年４月15

日）現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金

融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内

閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づ

く信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、スタン

ダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およびフィッ

チ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第７号）が登録されており、各信用

格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホー

ムページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http：//www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックし

た後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている

「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホーム

ページ（http：//www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情

報」（http：//www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）に掲載されている「格付の前提・意

義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ

（http：//www.fitchratings.co.jp）の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されてい

る「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

<訂正後>
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銘柄

ドイツ銀行ロンドン支店　2019年４月26日満期

早期償還条項付ノックイン型

日経平均株価連動デジタル・クーポン円建社債

(以下「本社債」という。)(注１)

売出券面額の総額または

売出振替社債の総額
13億4,200万円 (注２) 売出価額の総額 13億4,200万円 (注２)

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 100万円(注３)

償還期限 2019年４月26日（以下「償還期日」という。）(ロンドン時間)(注３)

利率

（１）利息開始日（同日を含む。）から2014年７月26日（同日を含まな

い。）までの期間に関して、適用ある利率は年率4.25パーセント（本社債

額面金額当たり10,389円）となるものとする。

（２）それ以降の各利息期間に関して、適用ある利率は、以下に定めると

ころに従い、計算代理人によって決定される。

（ⅰ）各評価日における日経平均株価の終値が利率判定水準以上となる場

合、適用ある利率は年率4.25パーセント（本社債額面金額当たり

10,625円）となるものとする。

（ⅱ）各評価日における日経平均株価の終値が利率判定水準未満となる場

合、適用ある利率は年率0.10パーセント（本社債額面金額当たり250

円）となるものとする。

「額面金額」とは、各本社債に関して、100万円をいう。

「利率判定水準」とは、当初日経平均株価の85パーセントに相当する金額

（小数第２位未満を四捨五入する。）をいう。

「当初日経平均株価」とは、計算代理人によって算定されるところによ

り、条件設定日（2014年４月28日をいう。）における日経平均株価の終値

をいう。

売出しに係る社債の

所有者の住所および

氏名または名称

あおぞら証券株式会社

(以下「売出人」という。)
東京都千代田区九段南一丁目３番１号

摘要

本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。本社債に関するその

他の条件等については後記「２　売出しの条件　＜売出社債に関するその

他の条件等＞」を参照のこと。

(注１)　本社債はドイツ銀行ロンドン支店名で発行されるが、本社債はロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下

「発行会社」という。)の債務である。

(注２)　ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、13億4,200万円の予定である。

(注３)　本社債は、日経平均株価の終値が一定の水準を満たした場合、早期償還される。すなわち、後記「２　売出し

の条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(2)償還および買入れ、(a)日経平均株価

の水準による早期償還」に記載のとおり、各評価日における日経平均株価の終値が早期償還判定水準と等しい

かそれを上回った場合、額面金額で各評価日に対応する早期償還日に自動的に早期償還されることになる。

本社債が早期償還されない場合、本社債の償還は、計算代理人が観察期間中のいずれの取引所営業日において

も、常に日経平均株価の終値がノックイン判定水準を上回っていたと決定する場合は額面金額により、観察期

間中のいずれかの取引所営業日において、日経平均株価の終値が一度でもノックイン判定水準と等しいかまた

はそれを下回ったと決定する場合は以下の計算式に従って計算代理人により決定される金額(ただし、０円以上

額面金額以下の額とし、１円未満を四捨五入する。)によりそれぞれなされる。
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額面金額 ×
最終評価日における日経平均株価終値

当初日経平均株価

なお、早期償還および繰上償還については後記「２　売出しの条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、

社債の要項の概要、(2)償還および買入れ」を参照のこと。本注記に使用されている用語は、後記「２　売出し

の条件　＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(2)償還および買入れ」に定義されてい

る。

本社債の満期償還金額および早期償還の有無は、日経平均株価(かかる指数には上下動がある。)の変動によっ

て左右される。申込人は、日経平均株価の変動によって本社債の償還の時期および償還額に差異が生じること

を理解し、かかるリスクに耐えうる場合に限り、本社債への投資を行うべきである。

(注４)　本社債について、発行体の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供

され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予

定の信用格付はない。

ただし、発行体は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よ

りA２、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S＆P」という。）よりA、

フィッチ・レーティングス・リミテッド（以下「フィッチ」という。）よりA+の長期発行体格付をそれぞれ取

得しており、本訂正届出書提出日（平成26年４月17日）現在、かかる格付の変更はされていない。

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本訂正届出書提出日（平成26年４月17

日）現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金

融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内

閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づ

く信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、スタン

ダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およびフィッ

チ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第７号）が登録されており、各信用

格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホー

ムページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http：//www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックし

た後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている

「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホーム

ページ（http：//www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情

報」（http：//www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）に掲載されている「格付の前提・意

義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ

（http：//www.fitchratings.co.jp）の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されてい

る「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

第三部　参照情報

第２　参照書類の補完情報
＜訂正前＞

(1）前記「第１　参照書類、１　有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書（前記

「第１　参照書類、７　訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下

同じ。）および前記「第１　参照書類、２　四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書（以

下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。）の提出後、本訂正届出書提

出日（平成26年４月15日）現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項につい

て、重大な変更は生じていない。

(2）有価証券報告書等には将来に関する記述（有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書

（その添付書類を含む。）においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換え

られている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述）が含まれているが、本訂正届出

EDINET提出書類

ドイツ銀行(E05792)

訂正有価証券届出書（参照方式）

7/8



書（その添付書類を含む。）においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換

えられている場合を除き、本訂正届出書提出日（平成26年４月15日）現在、提出会社は、当該記述に

関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（そ

の添付書類を含む。）および本訂正届出書（その添付書類を含む。）における将来に関する記述は、

本訂正届出書提出日（平成26年４月15日）現在において判断した事項である。

　なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（その添付書類

を含む。）および本訂正届出書（その添付書類を含む。）における将来に関する記述については、そ

の達成を保証するものではない。

＜訂正後＞

(1）前記「第１　参照書類、１　有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書（前記

「第１　参照書類、７　訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下

同じ。）および前記「第１　参照書類、２　四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書（以

下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。）の提出後、本訂正届出書提

出日（平成26年４月17日）現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項につい

て、重大な変更は生じていない。

(2）有価証券報告書等には将来に関する記述（有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書

（その添付書類を含む。）においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換え

られている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述）が含まれているが、本訂正届出

書においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、

本訂正届出書提出日（平成26年４月17日）現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと

考えている。有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（その添付書類を含む。）およ

び本訂正届出書における将来に関する記述は、本訂正届出書提出日（平成26年４月17日）現在におい

て判断した事項である。

なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（その添付書類

を含む。）および本訂正届出書における将来に関する記述については、その達成を保証するものでは

ない。
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